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国
家
戦
略
特
区
農
業
支
援
外
国
人
受
入
事
業
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

先
般
提
出
し
た
「
国
家
戦
略
特
区
農
業
支
援
外
国
人
受
入
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一

九
三
第
二
五
五
号
）
の
内
容
に
不
明
瞭
な
点
が
あ
る
の
で
、
農
業
支
援
外
国
人
受
入
制
度
に
つ
い
て
再
度
、
以
下
に
質
問
す

る
。

一

特
定
農
業
支
援
活
動
に
は
、
農
作
業
の
み
な
ら
ず
農
畜
産
物
を
原
材
料
と
す
る
製
造
・
加
工
、
そ
の
他
農
業
に
付
随
す
る

作
業
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。
で
は
、
派
遣
先
の
農
家
が
、
農
業
支
援
外
国
人
を
特
定
農
業
支
援
活
動
に
従
事
さ
せ
る
に
あ

た
り
、
そ
の
勤
務
時
間
の
大
半
を
農
作
業
以
外
の
製
造
・
加
工
や
「
そ
の
他
農
業
に
付
随
す
る
作
業
」
に
充
て
さ
せ
る
こ
と

は
認
め
ら
れ
る
か
。

二

農
業
支
援
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
外
国
人
は
、
「
農
業
に
関
す
る
知
識
経
験
そ
の
他
の
事
項
」
に
つ
い
て
一
定
の
要

件
を
満
た
す
も
の
に
限
り
、
そ
の
要
件
は
政
令
で
定
め
る
と
し
て
い
る
。
で
は
、
政
令
で
何
ら
か
の
資
格
試
験
等
を
課
す
こ

と
を
考
え
て
い
る
か
。
ま
た
、
一
定
の
日
本
語
能
力
を
要
件
に
含
め
る
考
え
か
。

三

外
国
人
を
雇
用
す
る
「
特
定
機
関
」
に
つ
い
て
は
、
「
農
業
支
援
活
動
を
行
う
外
国
人
の
受
入
れ
を
適
正
か
つ
確
実
に
行

う
た
め
に
必
要
な
」
基
準
を
政
令
で
定
め
る
と
し
て
い
る
が
、
派
遣
業
の
許
可
・
届
出
の
ほ
か
ど
の
よ
う
な
基
準
を
想
定
し

一



て
い
る
か
。

四

農
業
支
援
外
国
人
の
雇
用
の
方
法
に
つ
い
て
、
「
請
負
」
や
「
直
接
雇
用
」
を
排
除
し
、
「
労
働
者
派
遣
」
に
限
定
し
た

理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

五

特
定
機
関
が
政
令
に
定
め
る
基
準
に
適
合
せ
ず
、
ま
た
は
新
国
家
戦
略
特
区
法
第
十
六
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
指
針

に
違
反
し
た
場
合
、
特
定
機
関
と
し
て
の
認
定
を
取
り
消
す
の
か
。

六

農
業
支
援
外
国
人
の
報
酬
に
つ
い
て
、
標
準
的
な
報
酬
水
準
を
示
す
考
え
は
あ
る
か
。

七

派
遣
元
と
な
る
特
定
機
関
は
、
当
然
に
労
働
者
派
遣
業
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
理
解
し
て
良
い
か
。

八

農
業
に
は
農
繁
期
に
作
業
が
集
中
す
る
等
の
特
殊
な
事
情
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
定
機
関
に
は
単
に
派
遣
業
の
許
可
を
得

た
派
遣
会
社
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
農
業
に
関
す
る
十
分
な
知
識
・
経
験
を
有
す
る
等
の
専
門
性
が
必
要
だ
と
考
え

る
。
政
令
で
定
め
る
基
準
に
お
い
て
は
、
特
定
機
関
の
要
件
と
し
て
、
農
業
に
関
す
る
十
分
な
知
識
・
経
験
を
有
す
る
こ
と

を
盛
り
込
む
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

九

農
業
支
援
外
国
人
受
入
事
業
に
お
い
て
は
、
農
家
に
よ
る
直
接
雇
用
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
「
労
働
契
約
申
込
み

み
な
し
制
度
」
の
適
用
に
よ
る
農
業
支
援
外
国
人
の
救
済
が
困
難
と
考
え
る
が
、
ど
う
や
っ
て
同
制
度
を
適
用
す
る
の
か
。

二



十

農
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
準
法
の
う
ち
労
働
時
間
、
休
憩
及
び
休
日
に
関
す
る
規
定
は
適
用
除
外

と
さ
れ
て
お
り
、
農
業
支
援
外
国
人
が
劣
悪
な
労
働
条
件
下
に
置
か
れ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

前
回
答
弁
書
に
お
い
て
「
新
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
六
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
指
針
に
お
い
て
、
そ
の
労
働
条

件
に
つ
い
て
の
適
切
な
配
慮
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
方
向
で
検
討
し
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
事
項
を
盛
り
込
む
考
え
か
示
さ
れ
た
い
。

十
一

農
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
準
法
の
う
ち
労
働
時
間
、
休
憩
及
び
休
日
に
関
す
る
規
定
は
適
用
除

外
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
農
林
水
産
省
と
厚
生
労
働
省
が
平
成
二
十
六
年
六
月
に
発
行
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
農
業
法
人
が
加
工
・
販
売
に

取
り
組
む
場
合
の
労
務
管
理
の
ポ
イ
ン
ト
」
に
は
、
「
近
年
、
農
業
生
産
部
門
に
加
え
て
、
加
工
、
販
売
等
の
経
営
の
多
角

化
を
図
り
、
販
路
の
開
拓
や
付
加
価
値
の
向
上
な
ど
農
業
の
六
次
産
業
化
に
取
り
組
む
法
人
が
増
加
し
て
お
り
、
事
業
場
の

実
態
に
よ
っ
て
は
、
労
働
基
準
法
の
労
働
時
間
等
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
」
「
同
一
の
経
営
主
体
で
あ
っ

て
も
、
農
産
物
の
販
売
を
行
っ
て
い
る
事
業
場
に
つ
い
て
は
商
業
と
し
て
、
農
産
物
の
加
工
等
の
業
務
を
行
う
事
業
場
に
つ

い
て
は
製
造
業
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
労
働
時
間
等
の
規
定
を
含
め
て
、
労
働
基
準
法
が
全
面
的
に
適
用
さ
れ
ま
す
」
「
農

三



業
生
産
、
加
工
、
販
売
を
行
う
農
業
法
人
の
事
業
場
の
主
た
る
業
務
が
食
料
品
製
造
業
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
農
業
生
産
に

従
事
し
て
い
る
労
働
者
に
も
労
働
時
間
等
の
規
定
が
適
用
さ
れ
ま
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

農
業
支
援
外
国
人
の
従
事
す
る
特
定
農
業
支
援
活
動
に
は
、
農
作
業
の
み
な
ら
ず
農
畜
産
物
を
原
材
料
と
す
る
製
造
・
加

工
や
、
そ
の
他
農
業
に
付
随
す
る
作
業
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
同
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
記
載
に
則
っ
て
判
断
す
れ
ば
、

農
業
支
援
外
国
人
に
も
労
働
基
準
法
の
う
ち
労
働
時
間
、
休
憩
及
び
休
日
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
得
る

と
考
え
ら
れ
る
。

農
業
支
援
外
国
人
が
従
事
す
る
農
業
支
援
活
動
の
う
ち
農
作
業
以
外
の
製
造
・
加
工
等
が
一
定
割
合
を
上
回
る
場
合
や
、

農
業
支
援
外
国
人
が
派
遣
さ
れ
た
事
業
場
の
主
た
る
業
務
が
食
料
品
製
造
業
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
、
労
働
基
準
法
の
う
ち

労
働
時
間
、
休
憩
及
び
休
日
に
関
す
る
規
定
も
全
面
適
用
さ
れ
る
と
考
え
て
良
い
か
。

右
質
問
す
る
。

四


